
規

則 
 

埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
七
号 

 
 

 

埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
漁
業
調
整
規
則
（
令
和
二
年
埼
玉
県
規
則
第
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。 

 

第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
者
は
」
を
「
場
合
に
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
は
」
に
、
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
、
同
項
各
号
中
「
者
」
を
「
と
き
。
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
十
六
条
中
「
者
」
を
「
と
き
は
、
当
該
違
反
行
為
を
し
た
者
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
懲

役
」
を
「
拘
禁
刑
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
令
和
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

前
項
た
だ
し
書
に
係
る
改
正
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
の
処
罰
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 


